
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月号 おもな内容 
 

●特集 成年後見制度         ２Ｐ 

●災害ボランティア養成講座      ３Ｐ 

●福祉給食サービス          ３P 

  ※みなさまの会費の一部は「社協だより」の発行に充てさせていただいています。 

２０１６ 

９ 
 

№１８１ 

 

 
 

●デイサービスの話題       ３Ｐ 

●社協からのお知らせ       ４Ｐ 

 

  

 

８
月
１
９
日
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

で
は
毎
年
恒
例
の
『
夏
祭
り
』
を

行
い
、
利
用
者
に
加
え
、
利
用
者

の
ご
家
族
、
ひ
ま
わ
り
児
童
ク
ラ

ブ
の
皆
さ
ん
を
お
招
き
し
、
共
に

楽
し
い
一
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
日
は
、
ひ
ま
わ
り
児
童
ク

ラ
ブ
の
皆
さ
ん
に
よ
る
お
神
輿
の

披
露
に
始
ま
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

等
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
た

こ
焼
き
、
か
き
氷
な
ど
の
模
擬
店
、

そ
し
て
お
手
玉
の
掴
み
ど
り
、
ラ

ム
ネ
釣
り
、
ビ
ン
ゴ
な
ど
の
ゲ
ー

ム
で
会
場
は
大
い
に
賑
わ
い
ま
し

た
。
ま
た
、
最
後
は
全
員
で
輪
に

な
っ
て
炭
坑
節
を
踊
り
、
祭
り
は

最
高
潮
に
達
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
日
の
た
め
に
、
会
場
の
飾

り
付
け
や
チ
ケ
ッ
ト
の
準
備
を
行

っ
て
き
た
利
用
者
は
、「
子
ど
も
が

嬉
し
そ
う
に
チ
ケ
ッ
ト
を
握
っ
て

模
擬
店
を
回
っ
て
い
た
」「
た
こ
焼

き
が
美
味
し
か
っ
た
」
と
喜
ん
で

い
ま
し
た
。 

（
関
連
記
事
３
ペ
ー
ジ
） 

 

活
気
あ
ふ
れ
る 

夏
祭
り 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉に関するご相談は社協までお気軽にどうぞ ２８７－１１１８ 

 

 

  『成年後見制度』という言葉は耳にしても、詳しい内容まではよくわからないという方は多い

のではないでしょうか。高齢化が進行している我が国では、認知症や病気等により判断能力が低

下している方が多くなっており、成年後見制度を利用する方は年々増えています。今回は『成年

後見制度』についてご紹介します。 

いかがでしたか。高齢化が進み認知症を始め様々な病気を抱えながら生活をしていく方が増え

る中で、『成年後見制度』はとても必要とされる制度です。 

もっと詳しく知りたい方は、本会主催の「地域福祉フォーラム」（１０月２７日（木）、１１月

２日（水））にぜひご参加ください。講師の方から様々な事例を伺いながらより詳しく制度につい

てご紹介いたします。※地域福祉フォーラムの詳細につきましては、来月の社協だよりにてご紹

介いたします。 

 

成年後見制度とは 
 認知症や障害等により判断能力が不十分な方が不利益を受けないために、家庭裁判所に申し立

てし、その方の保護・支援をしてくれる方（成年後見人等）を付ける制度です。 

成年後見制度の種類 
 成年後見制度には２つの種類があります。 

①法定後見制度  判断能力が実際に低下してから成年後見人を決めるものです。判断能力の

程度により、『後見』『保佐』『補助』の３つの種類に分かれます。 

②任意後見制度  判断能力が低下する前に、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に

備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に、自分の生活や財産管理に

関する代理人契約を締結しておくものです。 

成年後見制度でできること・できないこと 
 ◆できること  財産管理業務……印鑑・通帳の管理、収支の管理、不動産売買、年金受給、

保険金請求、遺産分割協議への参加など 

         身の回りの契約行為……入院手続き、医療費の支払い、介護サービス契約、 

                    施設への入所契約など 

         身の回りの諸手続き……郵便物の管理、確定申告、 

身体障害者手帳の交付手続きなど 

 ◆できないこと 身元保証人になること（家族がなることができます） 

         手術などの医療行為に同意すること（家族が同意することができます） 

         身の回りの世話等をすること（介護サービス等で対応します） 

これを知っていれば安心 

成年後見制度 

２ 

 成年後見制度 

 

任意後見制度 

法定後見制度 

後見 

判断能力がない方 

保佐 

判断能力が著しく不十分な方 

補助 

判断能力が不十分な方 

※医師の診断をもとに家庭裁判所が鑑定し、後見、保佐、補助が審判されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスに関することなどご相談ください 

３ 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
開
設
さ
れ
る
『
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
』
の
運
営
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
知
識

を
習
得
し
て
も
ら
お
う
と
、
８
月
２
０
日
、
村
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
や
ま
び
こ
館
で
『
養
成
講
座
』
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
村
社
協
の
主
催
で
今
年
で
２
回
目
。
参
加
さ

れ
た
９
人
は
熱
心
に
講
師
の
話
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。 

 

当
日
は
、
最
初
に
、
村
総
務
課
職
員
の
伊
本
貴
志
氏

か
ら
『
清
川
村
地
域
防
災
計
画
』
に
つ
い
て
説
明
を
い

た
だ
き
、
そ
の
後
、
ざ
ま
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
代
表
の
濱
田
政
宏
氏
か
ら
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ 

村
で
は
、
毎
週
２
回
、
水
曜
日
と
金
曜
日
に
、
一
人

暮
ら
し
の
高
齢
者
等
へ
お
昼
に
お
弁
当
を
お
届
け
す

る
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
村
社
協
へ
委
託
し
て
実
施

し
て
い
ま
す
。
も
み
じ
会
の
調
理
に
よ
り
美
味
し
く
出

来
上
が
っ
た
お
弁
当
を
高
齢
者
の
お
宅
へ
直
接
お
届

け
す
る
の
は
配
食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。 

配
食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
方

は
現
在
１
５
人
。
こ
の
１
５
人
で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を

組
ん
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
活
動
時
間
は
１
１
時
か
ら

正
午
ま
で
の
約
１
時
。
「
自
分
が
で
き
る
時
に
参
加
で

き
、
短
い
時
間
な
の
が
魅
力
で
す
。
で
も
、
一
番
の
魅 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー 

～
運
営
ス
タ
ッ
フ
養
成
講
座
を
村
社
協
が
実
施
～ 

配
食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
躍
中 

～
福
祉
給
食
サ
ー
ビ
ス
～ 

ひ
ま
わ
り
児
童
ク
ラ
ブ
と
の
夏
祭
り 

～
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
話
題
～ 

  

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
夏
祭
り

は
、
例
年
『
ひ
ま
わ
り
児
童

ク
ラ
ブ
』
の
み
な
さ
ん
を
招

待
し
、
ひ
ま
わ
り
館
あ
げ
て

の
夏
祭
り
と
し
て
い
ま
す
。

利
用
者
だ
け
で
な
く
、
ク
ラ

ブ
の
み
な
さ
ん
が
参
加
す

る
こ
と
で
、
夏
祭
り
の
雰
囲

気
も
一
段
と
盛
り
上
が
り

ま
す
。
ク
ラ
ブ
の
職
員
は
、

「
同
じ
建
物
内
で
も
普
段

接
す
る
こ
と
の
な
い
お
年

寄
り
と
一
緒
に
楽
し
む
こ

と
で
、
子
ど
も
た
ち
が
、
同

じ
建
物
に
ど
の
よ
う
な
方

が
通
っ
て
い
る
の
か
知
る

良
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
」

と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
利

用
者
へ
歌
と
メ
ッ
セ
ー
ジ

カ
ー
ド
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ

れ
、
利
用
者
に
と
っ
て
、
と

て
も
良
い
交
流
と
な
り
ま

し
た
。 

 

力
は
何
と
言
っ

て
も
利
用
者
に

『
あ
り
が
と
う
』

と
笑
顔
で
言
っ

て
も
ら
え
る
瞬

間
で
す
」
と
小
林

さ
ん
は
笑
い
ま

す
。
暑
い
日
が
続

い
て
い
ま
す
が
、

今
日
も
元
気
に

配
食
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
は
活
動
し

て
い
ま
す
。 

 

ア
セ
ン
タ
ー
の
役
割

り
、
機
能
等
に
つ
い
て
、

講
義
を
受
け
ま
し
た
。 

参
加
者
は
「
村
の
地

域
防
災
計
画
の
中
で
、

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
が
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
か
わ
か
っ
た
」

「
運
営
ス
タ
ッ
フ
の

活
動
内
容
が
具
体
的

に
理
解
で
き
た
」
と
話

し
て
い
ま
し
た
。 

  

 
 お弁当を手渡す小林さん（写真左） 



 

 

 

 

平成２８年７月～平成２８年８月 
 

○ペットボトルキャップ      １５件 

○古切手              ４件 

○使用済みプリペイドカード     ２件 

 

※古切手（使用済み切手）は、

切手のまわりを５ｍｍほど残

して切り取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

社協よりみなさまへ、お知らせのページです。 

４ 

編集・発行 

社会福祉法人 

清川村社会福祉協議会 
〒243-0195 

神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷２２２０－１ 

清川村保健福祉センタ－ひまわり館内 

電 話 ０４６(２８７)１１１８ 

ＦＡＸ ０４６(２８７)２０１３ 

 

 

は
あ
と 

 

う
ぉ
ー
む 

回収にご協力ありがとうございます 

平成２８年熊本地震の支援について 

平成２８年熊本地震では、熊本県をはじめ、

大分県においても多くの被害が生じていま

す。赤い羽根共同募金会では、被災地の支援

を目的に４月１５日から義援金の募集を始め

ています。皆様から頂きました義援金は随時、

被災された方々へ届けられています。 

清川村社協が事務運営をしている共同募金

会清川村支会においても下記の期間まで義援

金を募集しています。ご支援を検討されてい

る方は、清川村社協までご相談ください。 

 
募集期間  平成２９年３月３１日まで 

（期間が延長されました） 
 

※これまでに４件の義援金を受け付けてい

ます。 
 

匿名の方       １，０００円 

匿名の方       ５，０００円 

中根自治会館様    ８，０００円 

清川かようクラブ様 ３０，４７２円 

 
お問い合わせ先・義援金窓口 

神奈川県共同募金会清川村支会 

（清川村社協内）担当：山口 

０４６－２８７－１１１８ 

働く人のメンタルヘルス相談 

（無料・予約面談制） 

メンタルヘルスとは「心の健康」ということ

です。「身体の健康」に好調・不調があるよう

に、複雑化する現代社会にあって、働く人の「心

の健康」についても、長時間労働や職場の人間

関係、仕事の内容、転勤などからストレスを生

じてバランスを崩してしまうことがあります。 

仕事や職場の人間関係に「悩み」を感じるこ

とは誰にでもあるものです。 

職場でのストレスや、休職後の職場復帰への

不安などの悩みがある時は、一人で悩まず、気

軽にご相談ください。かながわ労働センター

（本所）では、専門のカウンセラーが面接相談

に応じています。 

お気軽にご利用ください 

秘密は厳守いたします。  

ご本人以外に、ご家族や会社の上司・同僚の

方からの ご相談にも応じます。電話予約のう

え、ご来所ください。  
 

主な相談内容 人間関係、治療と就労、心身

不調、家庭問題、仕事内容、転勤・

出向、健康管理対策、人事労務、勤

務時間など 

相談日 第１週～４週の火曜日 

午後１時３０分～午後４時３０分  

相談員 専門のカウンセラー  

相談時間 1回おおむね50分です 
 

予約・問い合わせ先 

神奈川県かながわ労働センター 

TEL ０４５-６３３-６１１０（内線２７１８） 

電話受付時間  ８：３０ ～ １２：００  

１３：００ ～ １７：１５ 

２
ペ
ー
ジ
目
で
は
『
成
年
後

見
制
度
』
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
住
民

の
皆
さ
ま
に
は
も
っ
と
詳
し

く
知
っ
て
欲
し
い
と
思
い
、
来

月
地
域
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
を

開
催
し
ま
す
。
ご
家
族
や
将
来

の
自
分
の
た
め
に
聞
い
て
み

て
は
い
か
が
で
す
か
。
詳
細

は
、
来
月
号
の
社
協
だ
よ
り
に

掲
載
し
ま
す
の
で
、
ご
覧
い
た

だ
き
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

 

切
手 

５㎜ 
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